
 医師支援推進室規則の一部を改正する規則・規程をここに公布する。 

  平成25年３月29日 

                                岩手県知事 達 増 拓 也  

                     岩手県医療局長 遠 藤 達 雄  

 

           第１号 

 

   医師支援推進室規則の一部を改正する規則・規程 

 医師支援推進室規則（平成18年           第１号）の一部を次のように改正する。 
 

改正前 改正後 

 （医師支援推進監）  （医師支援推進監） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 医師支援推進監は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監

督し、室の事務を掌理するとともに、室長に事故があるとき

、又は室長が欠けたときは、当該事務に関し、その職務を代

理する。 

２ 医師支援推進監は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監

督し、室の事務を掌理するとともに、室長に事故があるとき

、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。 

  （医師支援推進担当課長） 

 第６条 医師支援推進室に医師支援推進担当課長を置く。 

 ２ 医師支援推進担当課長は、上司の命を受け、部下の職員を

指揮監督し、室の事務を掌理する。 

（主任主査） （主任主査） 

第６条 ［略］ 第７条 ［略］ 

（主査） （主査） 

第７条 ［略］ 第８条 ［略］ 

（主任） （主任） 

第８条 ［略］ 第９条 ［略］ 

（副主幹及び技術副主幹） （副主幹及び技術副主幹） 

第９条 ［略］ 第10条 ［略］ 

（主事） （主事） 

第10条 ［略］ 第11条 ［略］ 

（代決） （代決） 

第11条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の

区分に従い、第１順位者が代決し、決裁権者及び第１順位者

が不在のときは、当該区分に従い第２順位者が代決する。 

第12条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の

区分に従い、第１順位者が代決し、決裁権者及び第１順位者

が不在のときは、当該区分に従い第２順位者が代決する。 

 代決権者   代決権者  

 
決裁権者 

第１順位者 第２順位者   
決裁権者 

第１順位者 第２順位者 

  ［略］      ［略］   

 医療局次長 室長 当該事務を担当する

医師支援推進監 

  医療局次長 室長 医師支援推進監 

 室長 当該事務を担当する    室長 医師支援推進監  

岩 手 県 規 則

岩手県医療局管理規程

岩 手 県 規 則

岩手県医療局管理規程



  医師支援推進監       

 医師支援推進

監 

室長があらかじめ指

定する職員 

   医師支援推進

監 

医師支援推進担当課

長 

 

      医師支援推進

担当課長 

室長があらかじめ指

定する職員 

 

（専決） （専決） 

第12条 医師支援推進室の分掌事務について、室長及び医師支

援推進監の専決できる事項は、次のとおりとする。 

第13条 医師支援推進室の分掌事務について、室長、医師支援

推進監及び医師支援推進担当課長の専決できる事項は、次の

とおりとする。 

室長専決事項 室長専決事項 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 職員の事務分担に関すること。  

(３) 医師支援推進監の休暇その他の服務及び職員の服務に

関すること。 

(２) 医師支援推進監の休暇その他の服務に関すること。 

(４) ［略］ (３) ［略］ 

(５) ［略］ (４) ［略］ 

(６) 設計額１億5,000万円以上５億円未満の工事の執行に

関すること。 

 

(７) 設計額５億円以上の工事の予定価格の作成に関するこ

と。 

 

(８) 室の事務に係る重要な許可、認可、免許、承認その他

の申請に対する処分に関すること（知事の権限に属する事

務に限る。）。 

 

(９) 重要な照会、回答、報告、通知、届出、通達、調査、

申請等（これらの受理を含む。以下同じ。）に関すること

（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 

(10) ［略］ (５) ［略］ 

(11) 工事の完成検査及び補助事業の検査に関すること（知

事の権限に属する事務に限る。）。 

 

(12) １件の金額１億5,000万円以上の契約（工事の執行に

係るものを除く。）に係る事業の施行及び予定価格の作成

に関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 

(13) ［略］ (６) ［略］ 

(14) ［略］ (７) ［略］ 

医師支援推進監専決事項 医師支援推進監専決事項 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

 (２) 職員の事務分担に関すること。 

(２) 室長が指定する職員の超過勤務命令及び休日勤務命令

に関すること。 

(３) 医師支援推進担当課長の超過勤務命令及び休日勤務命

令に関すること。 

(３) 室長が指定する職員の休暇に関すること。 (４) 医師支援推進担当課長の休暇その他の服務及び職員の

服務に関すること。 



(４) 職員の軽易な服務に関すること。  

(５) ［略］ (５) ［略］ 

(６) 軽易な広報宣伝の実施に関すること。  

(７) 各種行政資料統計等の作成、収集又は配布に関するこ

と。 

 

(８) 軽易又は定例に属する告示、公告等に関すること。  

(９) 照会、回答、報告、通知、届出、通達、調査、申請等

に関すること。 

 

(10) 事実の証明に関すること。  

(11) 文書の開示の決定に関すること。  

(12) 個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。  

(13) 許可、認可、免許、承認その他の申請に対する処分に

関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 

(14) 室長が指定する職員の宿直勤務命令及び日直勤務命令

に関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

(６) 医師支援推進担当課長の宿直勤務命令及び日直勤務命

令に関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

(15) 免許証、証明書、証書、鑑札及び証票の交付及び書換

えに関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 

(16) 委員会、審議会、協議会等の庶務に関すること（知事

の権限に属する事務に限る。）。 

 

(17) 契約履行確認のための検査員を命ずること（知事の権

限に属する事務に限る。）。 

 

(18) 設計額１億5,000万円未満（設計変更の場合は、変更

後の設計額２億円未満）の工事の執行に関すること（知事

の権限に属する事務に限る。）。 

 

(19) １件の金額１億5,000万円未満の契約（工事の執行に

係るものを除く。）に係る事業の施行及び予定価格の作成

に関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 

 (７) 設計額１億5,000万円以上５億円未満の工事の執行に

関すること。 

 (８) 設計額５億円以上の工事の予定価格の作成に関するこ

と。 

 (９) 室の事務に係る重要な許可、認可、免許、承認その他

の申請に対する処分に関すること（知事の権限に属する事

務に限る。）。 

 (10) 重要な照会、回答、報告、通知、届出、通達、調査、

申請等（これらの受理を含む。以下同じ。）に関すること

（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 (11) 工事の完成検査及び補助事業の検査に関すること（知

事の権限に属する事務に限る。）。 

 (12) １件の金額１億5,000万円以上の契約（工事の執行に

係るものを除く。）に係る事業の施行及び予定価格の作成



 に関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

(20) ［略］ (13) ［略］ 

(21) ［略］ (14) ［略］ 

(22) ［略］ (15) ［略］ 

(23) ［略］ (16) ［略］ 

(24) ［略］ (17) ［略］ 

(25) ［略］ (18) ［略］ 

(26) ［略］ (19) ［略］ 

(27) 第24号及び前号に規定する以外の１件の金額１億

5,000万円未満の支出負担行為（雑費（医療事故又は公務

災害に係るものに限る。）及びその他雑損失のうち寄附金

の支出に係るものを除く。）をすること（医療局長の権限

に属する事務に限る。）。 

(20) 第17号及び前号に規定する以外の１件の金額１億

5,000万円未満の支出負担行為（雑費（医療事故又は公務

災害に係るものに限る。）及びその他雑損失のうち寄附金

の支出に係るものを除く。）をすること（医療局長の権限

に属する事務に限る。）。 

(28) ［略］ (21) ［略］ 

(29) 第25号に規定する以外の１件の金額１億5,000万円未

満の債権の発生の原因となる契約の締結その他の行為をす

ること（医療局長の権限に属する事務に限る。）。 

(22) 第18号に規定する以外の１件の金額１億5,000万円未

満の債権の発生の原因となる契約の締結その他の行為をす

ること（医療局長の権限に属する事務に限る。）。 

(30) ［略］ (23) ［略］ 

 医師支援推進担当課長専決事項 

 (１) 室長が指定する職員の超過勤務命令及び休日勤務命令

に関すること。 

 (２) 室長が指定する職員の休暇に関すること。 

 (３) 職員の軽易な服務に関すること。 

 (４) 軽易な広報宣伝の実施に関すること。 

 (５) 各種行政資料統計等の作成、収集又は配布に関するこ

と。 

 (６) 軽易又は定例に属する告示、公告等に関すること。 

 (７) 照会、回答、報告、通知、届出、通達、調査、申請等

に関すること。 

 (８) 事実の証明に関すること。 

 (９) 文書の開示の決定に関すること。 

 (10) 個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 

 (11) 許可、認可、免許、承認その他の申請に対する処分に

関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 (12) 室長が指定する職員の宿直勤務命令及び日直勤務命令

に関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 (13) 免許証、証明書、証書、鑑札及び証票の交付及び書換

えに関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 (14) 委員会、審議会、協議会等の庶務に関すること（知事

の権限に属する事務に限る。）。 



 (15) 契約履行確認のための検査員を命ずること（知事の権

限に属する事務に限る。）。 

 (16) 設計額１億5,000万円未満（設計変更の場合は、変更

後の設計額２億円未満）の工事の執行に関すること（知事

の権限に属する事務に限る。）。 

 (17) １件の金額１億5,000万円未満の契約（工事の執行に

係るものを除く。）に係る事業の施行及び予定価格の作成

に関すること（知事の権限に属する事務に限る。）。 

 (18) その他前各号に準ずる事項 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則・規程は、平成25年４月１日から施行する。 
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